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【手続補正書】
【提出日】平成29年4月5日(2017.4.5)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも窒化膜と酸化膜とが形成された基板を処理するウェットエッチング装置にお
いて、 
　リン酸水溶液を貯留するリン酸水溶液貯留部と、 
　シリカ添加剤を貯留する添加剤貯留部と、 
　前記リン酸水溶液貯留部に貯留されたリン酸水溶液のシリカ濃度を検出する濃度検出部
と、 
　この濃度検出部により検出されたリン酸水溶液のシリカ濃度が所定値より低い場合に、
前記添加剤貯留部から前記リン酸水溶液貯留部へシリカ添加剤を供給する添加剤供給部と
、 
前記リン酸水溶液貯留部に貯留されたリン酸水溶液により基板を処理する処理部とを備え
ることを特徴とするウェットエッチング装置。 
【請求項２】
　前記処理部から前記リン酸水溶液を回収して、前記リン酸水溶液貯留部へ戻す回収部を
さらに備えることを特徴とする請求項１記載のウェットエッチング装置。 
【請求項３】
　前記濃度検出部により検出された前記リン酸水溶液のシリカ濃度が予め設定した所定の
濃度であることを条件に、前記リン酸水溶液貯留部から前記処理部に前記リン酸水溶液を
供給することを特徴とする請求項１または２に記載のウエットエッチング装置。 
【請求項４】
　前記シリカ添加剤は、コロイダルシリカであることを特徴とする請求項１～３のいずれ
か一つに記載のウエットエッチング装置。 
【請求項５】
　前記リン酸水溶液貯留部に貯留された前記リン酸水溶液の温度を検出する温度検出部を
有し、 
　この温度検出部により検出された前記リン酸水溶液の温度が予め設定した所定の温度で
あることを条件に、前記リン酸水溶液貯留部から前記処理部に前記リン酸水溶液を供給す
ることを特徴とする請求項３に記載のウェットエッチング装置。 
【請求項６】
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　前記リン酸水溶液貯留部には、前記リン酸水溶液貯留部内部のリン酸水溶液を循環しつ
つ、加熱するヒータを有する循環配管が設けられていることを特徴とする請求項１～５の
いずれか一つに記載のウェットエッチング装置。
【請求項７】
　前記処理部は、前記基板を保持して回転させる回転機構、回転する前記基板に前記リン
酸水溶液貯留部から供給されるリン酸水溶液を供給するノズルを有し、
　前記リン酸水溶液貯留部は、前記処理部とは別個の構成部であることを特徴とする請求
項１～６のいずれか一つに記載のウェットエッチング装置。
【請求項８】
　前記リン酸水溶液のシリカ濃度が所定値より低いことを前記濃度検出部が検出した場合
、前記リン酸水溶液貯留部から前記処理部へのリン酸水溶液の供給を停止させる制御部を
さらに備えることを特徴とする請求項７に記載のウェットエッチング装置。
【請求項９】
　前記制御部は、
　前記処理部における前記基板の処理中に、前記リン酸水溶液のシリカ濃度が所定値より
低いことを前記濃度検出部が検出した場合、その基板への処理が終了した時点で、前記リ
ン酸水溶液貯留部から前記処理部へのリン酸水溶液の供給を停止させることを特徴とする
請求項８に記載のウェットエッチング装置。
【請求項１０】
　前記リン酸水溶液貯留部は、前記リン酸水溶液貯留部の内部のリン酸水溶液を循環させ
る循環配管と、
　前記循環配管においてリン酸水溶液を循環させたままで前記処理部へのリン酸水溶液の
供給を行う制御部と、
をさらに備えることを特徴とする請求項７に記載のウェットエッチング装置。
【請求項１１】
　前記リン酸水溶液貯留部内にリン酸水溶液を供給するリン酸水溶液供給部と、
　前記リン酸水溶液貯留部内のリン酸水溶液の液面高さを検出する液面計と、
　前記リン酸水溶液貯留部内の液面高さが所定の高さより低いことを前記液面計が検出し
た場合、前記処理部へのリン酸水溶液の供給を停止するように制御する制御部と、
をさらに備えることを特徴とする請求項７に記載のウェットエッチング装置。
【請求項１２】
　前記制御部は、
　前記処理部における前記基板の処理中に、前記リン酸水溶液貯留部内の液面高さが所定
の高さより低いことを前記液面計が検出した場合、その基板への処理が終了した時点で、
前記リン酸水溶液貯留部から前記処理部へのリン酸水溶液の供給を停止させることを特徴
とする請求項１１に記載のウェットエッチング装置。
【請求項１３】
　前記リン酸水溶液貯留部は、前記処理部に供給するリン酸水溶液を貯留するタンクと、
前記タンクに接続されたサブタンクを有し、
　前記サブタンクは、リン酸水溶液供給部からリン酸水溶液が供給されることを特徴とす
る請求項１に記載のウェットエッチング装置。 
【請求項１４】
　少なくとも窒化膜と酸化膜とが形成された基板を処理するウェットエッチング装置にお
いて、 
　リン酸水溶液を貯留するタンクと、前記タンクに接続されたサブタンクを有するリン酸
水溶液貯留部と、 
　シリカ添加剤を貯留する添加剤貯留部と、
　前記サブタンクに貯留されたリン酸水溶液のシリカ濃度を検出する濃度検出部と、
　この濃度検出部により検出されたリン酸水溶液のシリカ濃度が所定値より低い場合に、
前記添加剤貯留部から前記サブタンクへシリカ添加剤を供給する添加剤供給部と、
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　前記リン酸水溶液貯留部の前記タンクに貯留されたリン酸水溶液により基板を処理する
処理部と、
を備えることを特徴とするウェットエッチング装置。
【請求項１５】
　前記処理部から前記リン酸水溶液を回収して、前記サブタンクへ戻す回収部をさらに備
えることを特徴とする請求項１３または１４に記載のウェットエッチング装置。
【請求項１６】
　前記サブタンクには、前記サブタンクの内部のリン酸水溶液を循環させる循環配管が設
けられていることを特徴とする請求項１３～１５のいずれか一つに記載のウェットエッチ
ング装置。
【請求項１７】
　前記タンク内のリン酸水溶液の液面高さを検出する液面計と、
　前記リン酸水溶液供給部からリン酸水溶液を供給する制御部と、をさらに備え、
　前記制御部は、前記液面計が前記タンク内の液面高さが所定の高さより低いことを検出
すると、液面高さが所定の高さになるまで、前記サブタンクからリン酸水溶液を前記タン
クに供給することを特徴とする請求項１３～１６のいずれか一つに記載のウェットエッチ
ング装置。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１２】
　この発明は、
　少なくとも窒化膜と酸化膜とが形成された基板を処理するウェットエッチング装置にお
いて、 
　リン酸水溶液を貯留するリン酸水溶液貯留部と、 
　シリカ添加剤を貯留する添加剤貯留部と、 
　前記リン酸水溶液貯留部に貯留されたリン酸水溶液のシリカ濃度を検出する濃度検出部
と、 
　この濃度検出部により検出されたリン酸水溶液のシリカ濃度が所定値より低い場合に、
前記添加剤貯留部から前記リン酸水溶液貯留部へシリカ添加剤を供給する添加剤供給部と
、 
前記リン酸水溶液貯留部に貯留されたリン酸水溶液により基板を処理する処理部とを備え
ることを特徴とする。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４１】
　一方、処理部４０から回収配管５３を介してタンク２１に回収されるリン酸溶液によっ
て、タンク２１内のリン酸水溶液のシリカ濃度が、制御部１００に予め設定した所定濃度
より低下することがある。この場合、制御部１００は、濃度検出部２２がこの濃度の低下
を検出した場合に開閉弁５２ａを閉じる。なお、制御部１００は、タンク２１内のリン酸
溶液のシリカ濃度が低下したことを、基板Ｗに対するエッチング処理中に検出した場合、
その基板Ｗへのエッチング処理が終了した時点で、開閉弁５２ａを閉じるようにする。こ
れにより、その基板Ｗに対しても、均一なエッチング処理が行える。
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